
~下呂市行政改革推進委員会の流れ～

下呂市の行政改革の流れは、市の基幹計画である「下呂市総合計画」の目標を実現するために、行政改革実施期間の最終年度に「行政改革大綱」と

呼ばれる目標を達成するための「方針」を記したものを委員の皆さんの意見を頂いてから策定します。 

これを基に行政改革期間初年度には「行政改革推進計画（目標を達成するための具体的な施策）」を策定し各担当課は事業を実施していきます。 

推進計画策定後、委員の皆さんはその進捗確認や状況について、ご意見をしていただくことになります。そして、最終年度には第 4 次行政改革推進

計画を総括していただくことになります。

第３次行政改革期間           第４次行政改革期間 
（H30 年度）              （H31・R1 年度）            （R2~R4年度）          （R5年度） 

行政改革大綱（案）作成      行政改革大綱を基に行政改革推進計画策定     行革推進計画進捗状況確認     第 4 次行政改革推進計画 
    ↓                ↓                       ↓                総括 
市長から委員会に諮問       委員会にて意見聴取               委員会にて意見聴取 
    ↓  
委員会から市長へ答申
    ↓ 
行政改革大綱策定 


